
 

 

２ 上尾市における騒音・低周波音被害責任裁定申請事件  

（平成18年（セ）第３号事件・平成22年（調）第１号事件） 

 (1) 事件の概要 

平成18年８月17日、埼玉県上尾市の住民２人から、隣接の理・美容院経営会社を相

手方（被申請人）として責任裁定を求める申請があった。 

申請の内容は以下のとおりである。平成９年２月ごろに建築した被申請人の社屋及

びその敷地内に設置されたエアコンの室外機等から生じる騒音及び低周波音並びに被

申請人従業員らの話し声や車のエンジン音などにより、強い不快感や不眠症に悩まさ

れるなど、日常生活に多大な支障を被り、そのために多大な心痛や身体的苦痛を受け

ている。これらを理由として、被申請人に対し、過去に受けた損害の賠償金468万円及

びこれに対する平成18年７月17日から支払済みまで年５分の割合による金員、また、

将来の損害につき同日から騒音等が基準値を下回る日まで、１日あたり合計金3,000円

の割合による金員の支払を求めるものである。 

(2) 事件の処理経過 

公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の12第３項の規定に基

づき、埼玉県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理

について特段の支障はないとの回答を受けたので、その後、直ちに裁定委員会を設け、

２回の審問期日を開催するとともに、平成18年11月６日、騒音及び低周波音と健康被

害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員２人を選任した

ほか、現地調査、騒音・低周波音の測定調査を実施するなど、手続を進めた結果、本

件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成22年１月８日、

公害紛争処理法第42条の24第１項の規定により職権で調停に付し(平成22年（調）第１

号事件)、裁定委員会が自ら処理することとした。２回の調停期日を開催するなど、手

続を進めている。 

 

  


	本事件は、熊本県から鹿児島県にまたがる不知火海の沿岸の漁民等が、チッソ株式会社水俣工場からの排水に起因した水俣病に罹患し、これによって精神上及び財産上の損害を被ったとして、チッソ株式会社を相手方（被申請人）として、賠償金の支払等を内容とする調停を求めたものである。
	昭和48年度の第１次調停以来、平成22年度末までに53次にわたる調停を実施し、606件（患者数1,463人）について調停が成立した（表１－２－２）。
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